
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
日
提
出

質

問

第

四

二

三

号

成
田
新
高
速
線
開
通
に
伴
う
運
賃
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

田

嶋

要
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成
田
新
高
速
線
開
通
に
伴
う
運
賃
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
一
〇
年
度
中
に
予
定
さ
れ
て
い
る
成
田
新
高
速
線
の
開
通
に
伴
い
、
日
本
一
高
い
と
い
わ
れ
る
北
総
鉄
道
の
運
賃
が
ど

の
よ
う
に
な
る
の
か
、
地
元
自
治
体
は
じ
め
た
い
へ
ん
多
く
の
沿
線
住
民
が
注
目
し
て
い
る
。
北
総
鉄
道
の
運
賃
は
近
接
路
線

の
倍
に
も
の
ぼ
り
、
こ
れ
ま
で
、
二
度
に
わ
た
り
大
規
模
な
「
運
賃
値
下
げ
」
署
名
が
行
わ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
国
は
そ
れ
ら

国
民
の
強
い
声
に
応
え
、
成
田
新
高
速
線
の
開
通
を
機
に
、
運
賃
を
含
む
諸
問
題
を
解
決
す
べ
き
と
考
え
、
以
下
の
と
お
り
質

問
す
る
。

一

北
総
鉄
道
の
経
営
者
は
、
過
去
に
マ
ス
コ
ミ
の
取
材
に
対
し
、
「
高
額
と
い
わ
れ
て
も
利
用
者
か
ら
い
た
だ
い
た
運
賃
で

建
設
資
金
を
償
還
し
て
い
く
以
外
に
当
社
の
生
き
る
道
は
な
い
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
莫
大
な
建
設
費
を
運
賃
で

償
還
し
て
い
く
仕
組
み
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
か
。
ま
た
、
公
共
的
な
交
通
機
関
の
運
賃
に
地
域
格
差
が
あ
る
こ
と

を
、
運
賃
認
可
を
す
る
国
と
し
て
は
望
ま
し
い
こ
と
と
考
え
て
い
る
か
。

二

「
成
田
新
高
速
鉄
道
事
業
化
推
進
に
関
す
る
調
査
報
告
書
（
財
団
法
人

運
輸
政
策
研
究
機
構
／
平
成
十
三
年
三
月
）
」

に
「
空
港
ア
ク
セ
ス
と
し
て
空
港
と
都
心
を
結
ぶ
鉄
道
の
建
設
が
急
務
と
な
る
一
方
、
千
葉
県
北
西
部
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
等

の
開
発
の
進
捗
に
伴
い
、
通
勤
・
通
学
輸
送
の
足
の
確
保
が
緊
急
の
課
題
と
な
り
、
こ
の
た
め
の
鉄
道
の
整
備
と
あ
わ
せ
空

一



港
ア
ク
セ
ス
を
解
決
す
る
成
田
新
高
速
鉄
道
の
構
想
が
出
さ
れ
た
」
と
の
記
述
が
あ
る
よ
う
に
、
ル
ー
ト
案
候
補
の
提
唱

（
昭
和
五
十
七
年
五
月
）
と
北
総
線
二
期
区
間
の
工
事
施
工
認
可
申
請
（
同
年
同
月
）
は
ま
っ
た
く
同
時
期
で
あ
り
、
北
総

線
二
期
区
間
の
建
設
工
事
は
空
港
ア
ク
セ
ス
路
線
と
し
て
関
連
性
を
も
っ
て
進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
事
実
は

あ
る
か
。

三

前
項
の
認
識
の
と
お
り
、
当
初
よ
り
北
総
線
二
期
区
間
が
空
港
ア
ク
セ
ス
路
線
の
一
翼
を
担
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ

ば
、
年
間
六
十
億
円
に
及
ぶ
北
総
線
二
期
区
間
の
資
本
償
還
費
を
、
成
田
新
高
速
線
の
運
行
者
及
び
利
用
者
は
、
受
益
分
に

応
じ
て
負
担
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

鉄
道
事
業
法
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
に
基
づ
き
、
線
路
使
用
料
等
の
使
用
条
件
と
運
賃
は
と
も
に
国
の
認
可
事
項
で
あ

る
が
、
両
者
の
申
請
と
認
可
は
同
時
に
行
わ
れ
る
の
か
。
個
別
に
行
わ
れ
る
の
か
。

五

鉄
道
事
業
法
第
十
五
条
第
三
項
で
は
、
使
用
条
件
は
鉄
道
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
る
場
合
を
除
き
認
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
「
適
正
な
運
営
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
」

場
合
を
、
具
体
的
に
事
例
を
あ
げ
て
示
さ
れ
た
い
。

六

成
田
新
高
速
線
は
、
第
二
種
事
業
許
可
区
間
（
五
一
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
内
に
四
つ
の
第
三
種
事
業
者
が
存
在
し
、
歴

二



史
的
経
緯
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
が
絡
み
合
っ
た
複
雑
な
路
線
と
な
っ
て
い
る
。
路
線
全
体
で
使
用
条
件
の
再
構
築
を
行
う

に
は
ど
の
よ
う
な
条
件
が
整
え
ば
よ
い
の
か
。
ま
た
、
国
に
お
い
て
そ
の
た
め
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
か
。

七

鉄
道
事
業
法
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
適
正
な
原
価
」
に
は
ど
の
よ
う
な
要
素
が
含
ま
れ
る
の
か
。
成
田
新
高
速

線
の
運
賃
原
価
に
は
京
成
線
日
暮
里
駅
の
駅
舎
改
修
費
は
含
ま
れ
る
の
か
。

八

昨
年
八
月
の
一
〇
万
七
〇
八
七
名
に
及
ぶ
署
名
陳
情
の
際
、
谷
垣
国
土
交
通
大
臣
（
当
時
）
は
「
運
賃
は
透
明
・
公
正
な

も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
た
が
、
透
明
・
公
正
な
運
賃
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

九

北
総
鉄
道
の
経
営
内
容
は
、
現
行
運
賃
を
認
可
し
た
平
成
十
年
の
時
点
と
現
在
で
、
ど
の
よ
う
に
違
っ
て
き
て
い
る
と
考

え
る
か
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

十

長
年
に
わ
た
る
沿
線
か
ら
の
要
望
に
応
え
、
高
運
賃
の
値
下
げ
に
踏
み
出
す
に
は
ど
の
よ
う
な
条
件
が
整
え
ば
よ
い
の
か

見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
条
件
を
整
え
る
た
め
に
国
か
ら
の
財
政
支
援
を
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

三


